
 

 

 

退職所得分 市民税・道民税納入申告書（個人事業主用） 

 

 平成 28 年 1 月からの個人番号及び法人番号の利用開始に伴い、「市民

税・道民税 納入申告書（退職所得分）」に個人番号または法人番号の記

入が必要となります。個人事業主の方は、以下の点にご注意のうえ、納入

申告書をご提出下さい。 

 

【市民税・道民税納入書について】 

 裏面には記入せず、表面のみ記入したものを金融機関に提出してくださ

い。また、納入申告書はこの納入申告書を使用して、当市税務課へ提出し

てください。 

 ※特別徴収義務者が法人の場合は納入書の両面に記入をし、金融機関に

提出してください。この納入申告書は不要です。 

 

【納入申告書について】 

 個人番号欄には個人事業主の方の個人番号を記入してください。提出の

際は、個人番号カード（両面）または通知カードと本人確認書類を提示（郵

送の場合は写しを添付）してください。 

 

【問い合わせ・送付先】 

〒061-1192 

北海道北広島市中央 4 丁目 2 番地 1 

北広島市役所 税務課市民税担当 

電話（011）372-3311 内線 3704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 税 

道 民 税 
納入申告書（退職所得分） 

北 広 島 市 長 様 

令和  年  月  日 提出 

令和   年   月 人員 
人 

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 
退 職 手 当 等 支 払 金 額 

 市 民 税 

道 民 税 

 地方税法第 50 条の５及び第 328 条の５第 2 項の規定により 

上記のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。 

 住所（居所） 

又は所在地 

氏 名 

又 は 名 称 

個人番号 


